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医療用医薬品の流通と
独占禁止法

講演では、樋口弁護士に「医療用医薬品の流通と独占禁止法」をテーマにお話しいただいた。
樋口弁護士は、医薬品卸売業界は薬価制度、同一商品の取り扱い、医療機関等による共同購入の動
き、業者間の仲の良さなど、他業界とは違う特殊な背景があり、カルテルが起こりやすい環境である
と説明。実際のカルテル事例を紹介するとともに、違反者への厳罰化が進んでいることを示して違反
のリスクを強調した。
また、意図せずに違反してしまう可能性を指摘し、価格、取引先、入札などについて、絶対に業者
間で話してはいけないことを心してほしいと繰り返し語った。

医薬品卸売業界の特徴

●最近の違反事例
このテーマで行う研修会は３年度目になります。
しかも内容はほとんど変わっていません。にもか
かわらず、なぜ毎回研修会を開くのかというと、
独占禁止法（独禁法）の重要度と違反によるリス
クが非常に高まっているからです。

例えば、報道で出ているところですと、現在、大
手損害保険会社でのカルテルが調査されています。
また、昨年は電力会社のカルテルがありました。
既存の電力会社同士で地域を分けて、お互いの地
域を守るようにしたカルテルですが、例えば中国
電力への課徴金は700億円を超えました。今、中国
電力は東京高裁で係争中です。
その他、東京五輪の談合は刑事事件となってい

樋口 陽介
TMI総合法律事務所 弁護士

＊講演内容は、当日の講演から原稿を作成し、講師校閲のうえ、掲載したものです。

日時：�令和５年10月31日（火）�
13：45～14：45

会場：メトロポリタン仙台

講 　 　 演

24年2月_1.indd   324年2月_1.indd   3 2024/02/15   10:182024/02/15   10:18

Vol.48 NO.2  (2024) 2 (94)

北海道地区 11月17日（金） 北海道

東北地区 10月31日（火） 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

関東・甲信越地区 12月７日（木） 東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・
山梨・長野・新潟

東海地区 11月24日（金） 静岡・愛知・岐阜・三重

近畿・北陸地区 11月27日（月） 大阪・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・
富山・石川・福井

中国・四国地区 11月７日（火） 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・
香川・愛媛・高知

九州地区 12月１日（金） 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・
鹿児島・沖縄

卸売業連合会及び卸公取協共催

独占禁止法研修会
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令和５年度独占禁止法研修会は、
「医療用医薬品の流通と独占禁止法」をテーマに７地区で開催されました。
今号では令和５年10月31日に開催された東北地区の講演を掲載します。
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